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地域で不足する医療機能に関する

届出状況等について

（外来医療計画関連）



地域で不足する医療機能に関する要請 （外来医療計画関連）

・外来医師多数区域である福井・坂井医療圏の新規開業希望者（診療所の移転や開設者変更の場合の開設許可

申請や届出を行う者を含む。）に対し、不足する医療機能を担うよう要請

・要請に対する新規開業者の合意の状況、また合意しない場合はその理由等について協議の場で確認を行い、その結果を

県のホームページなどで公表

（坂井地域は人口あたりの診療所医師数、病院・診療所数が県内で最も少ないため、新規開業者に合意までは求めない。）

【不足する医療機能】①訪問診療、往診

②休日当番医（休日、夜間に輪番による在宅当番医や休日・夜間急患センターに参加している医師または医療機関）

③休日における外来診療（休日とは、日曜および国民の祝日に関する法律により規定している休日）

①外来医師多数区域に所在する保健所は、新規開業希望者が診療所開設に関する事前相談に来所する機会や開設の

届出様式を入手する機会に、当該区域での開業に当たって地域で不足する医療機能を担うよう要請

② 新規開業者は、届出様式の「地域で不足する医療機能のうち提供する医療機能等の欄」に提供する機能等を記入し、

所管する保健所に提出

③ 新規開業者の要請に対する合意状況については、「外来医療に関する協議の場」（地域医療構想調整会議）で確認し、

合意しない場合は、協議の場において当該新規開業者との間で協議

要請内容

要請手順
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＜参 考＞ 診療所開設届書 様式の抜粋

（参考）診療所開設届書 様式の抜粋
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地域で不足する医療機能に関する届出状況等 （外来医療計画関連）

医療機関の名称
開設

届出日
届出事由 所在地 主な診療科

不足する医療機能の提供

訪問診療、往診 休日当番医 休日外来
左記３項目
に該当なし

種池診療所 6/10 開業 燈豊町 内科 ○

Ｍクリニック 7/1 一社→医療 石盛町
小児科、内科、整形外科、リハビリテー
ション科

○

くわばら皮膚科クリニック 8/1 個人→法人 城東 皮膚科、アレルギー科、形成外科 ○

みねぎし皮ふ科形成外科 10/3 個人→法人 開発
形成外科、皮膚科、美容皮膚科、美容外
科

○
要請あれば
対応可

おおわだ眼科 11/6 開設者変更 大和田２ 眼科 ○

髙橋眼科医院 11/6 個人→法人 福新町 眼科 ○

福井地域における医科診療所の開設状況（令和７年６月～１１月）
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医療機関の名称 該当しない理由 理由の妥当性（案）

おおわだ眼科
眼科専門の診療所であり、不足する医療機能として整理されている項
目について、該当するものがない。

開設者変更に伴う届出であり、新たに診療所
を開設するものではないことから、再要請の
対象外としてはどうか。

髙橋眼科医院
眼科専門の診療所であり、不足する医療機能として整理されている項
目について、該当するものがない。

医療法人の設立に伴う届出であり、新たに診
療所を開設するものではないことから、再要
請の対象外としてはどうか。

• 外来医療計画においては、要請に対する新規開業者の合意の状況、また合意しない場合はその理由などについて協議の場
で確認することとしている。

• 上記の「理由の妥当性（案）」が適切かどうかご意見を伺いたい。



＜参 考＞ 国公表資料
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令和7年12月12日 厚生労働省 国会提出法案 公表資料



＜参 考＞ 国検討会資料
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令和8年1月16日 厚生労働省 第9回 新たな地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
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